
地球温暖化対策計画書制度の
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三重県地球温暖化対策課
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国は、次期削減目標達成に向け、第７次エネルギー基本計画、
GXビジョンと一体的に対策・施策を実施

次期削減目標（NDC）

地球温暖化対策計画の閣議決定（令和７年２月）
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削減目標については、国の目標（46％削減）をふまえつつ、2030年度のＢＡＵ排出量（追加的な対策を講じなかった

場合の排出量）から国の対策による削減効果と三重県の対策による削減効果を積み上げて設定

2030年度における三重県の温室効果ガス排出量を2013年度比で 47％削減
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2013年度比

47%削減

計画期間 脱炭素社会へ

2013年度比
16.4%削減

(千ｔ－CO2)

三重県の温室効果ガス削減目標

旧目標
（30%削減）
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三重県における二酸化炭素の排出状況（2022年度実績）

二酸化炭素排出量の構成比（外円：三重県、内円：全国）三重県、国における二酸化炭素排出量



第１種

86%

第２種

4% 対象外

10%

条例の対象工場等 ：３4８工場等（内訳 第１種 １96、第２種 １５2）（令和６年度末）
令和４年度訪問数：１０４工場等（内訳 第１種 ９９、第２種 ５）
令和５年度訪問数：１０９工場等（内訳 第１種 ８２、第２種 ２７）
令和６年度訪問数： 97工場等（内訳 第１種 4、第２種 93）

地球温暖化対策計画書制度～県内事業所ヒアリング～

三重県地球温暖化対策推進条例に基づき「地球温暖化対策計画書」（３年ごと）及び「実施
状況報告書」（毎年）を県に提出している対象工場等にヒアリング調査を実施し、取組状況の
確認や国補助制度等の情報提供、助言を行うことで、事業者の自主的な取組を促進

県内の二酸化炭素排出量（家庭部門を除く）のうち
対象事業所の占める割合（2022年度）

※第１種：第一種エネルギー管理指定工場等
第２種：第二種エネルギー管理指定工場等

県内のCO2排出量
（家庭、運輸部門を除く）

16,742千ｔ-CO2

県内のCO2排出量（家庭、

運輸部門を除く）の

90％が
対象事業所

34.0%

17.3%15.3%

18.5%

8.0%
3.9%

2.9%

産業部門

55.7%

業務その他部門

10.2%

家庭部門

10.0%

運輸部門

14.6%

エネルギー転換部門

1.6%

工業プロセス部門

4.9%

廃棄物部門

3.0%

外円：三重県
22,211千t-CO2

内円：全国
1,037百万t-CO2

二酸化炭素排出量の部門別構成比（2022年度）
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三重県における二酸化炭素の排出状況（第４期計画書制度）

基準年度から47％削減した場合の目標
第４期
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三重県地球温暖化対策計画書制度の概要

・ 対象となる大規模事業所を設置する事業者に自主的かつ積極的な地球温暖化
対策を計画的に進めていただくため、地球温暖化対策計画書の提出を義務付け
・ 毎年度、地球温暖化対策実施状況報告書により報告

区分 要件

第一種エネルギー管理指定
工場等

第二種エネルギー管理指定
工場等

エネルギーの年度の使用量が原油換算3,000kL以上

規模未満の事業所

エネルギーの年度の使用量が原油換算1,500kL以上

大規模事業所を設置する事業者以外（任意提出）

大規模
事業所

2022
（R4）

2023
（R5）

2024
（R6）

2025
（R7）

2026
（R8）

2027
（R9）

2028
（R10）

第３期

第４期

第５期

制度の対象

計画書の期間

★

★

★

●

●

凡例 ●基準年度
★目標年度

制度の概要
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①総排出量を公表することとし、
基礎排出量から調整後排出量に
変更する

②中長期的な削減目標を任意で
記載可能とする

③カーボンクレジットや再生可能エ
ネルギーの活用を記載可能とする

④優良事例を県の計画書制度の
ウェブサイトで紹介する

①原単位排出量での公表を選択
可能としており、総排出量が不明で
ある場合がある

②３年間の削減目標設定であり、
中長期的な取組が必要

③カーボンクレジットや再生可能エ
ネルギーの活用が反映されない

④これらに取り組んでいる事業者
へのインセンティブが必要
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・ 平成13年から「三重県生活環境の保全に関する条例」で作成義務化
・ 平成25年度に「三重県地球温暖化対策推進条例」を制定、
地球温暖化対策計画書制度を位置づけ、改正（平成26年度から運用）
・ 改正後、10年以上が経過するため、制度の運用を見直す

三重県地球温暖化対策計画書制度の変遷と見直し内容

制度の変遷

制度の課題と対応

課題 対応（見直し内容）

☞計画書及び報告書の提出様式
の見直し
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・ 公表する温室効果ガスの排出状況や目標は、調整後排出量とする

三重県地球温暖化対策計画書制度の見直し内容

＜基礎排出量：自らの事業活動に伴い直接的又は間接的に排出した温室効果ガスの量＞

＜調整後排出量：基礎排出量を基本とし、クレジットの無効化量等を考慮し調整した温室効果ガス排出量＞

※対象の証書等は、温対法SHK制度に準拠

－

国内・海外認証排出削
減量の無効化量

非化石電源二酸化炭素
削減相当量

＋
国内認証排出削減量の

移転量

＋ CH4,N2O,HFC,PFC,

SF6,NF3

その他ガス

他人から供
給された熱
の利用

（基礎排出
係数）

他人から供
給された電
気の使用
（基礎排出
係数）

＋

非エネルギー起源CO2

廃棄物の原燃料利用
左記以外の非エネ起

CO2

エネルギー起源CO2
燃料の使用

都市ガスの
利用

（基礎排出
係数）

廃棄物の
原燃料の
利用

左記以外の
燃料利用

※該当がなければ、この部分は報告不要

エネルギー起源CO2 非エネルギー起源CO2 その他ガス

他人から供
給された電
気の使用
（調整後
排出係数）

燃料の使用
他人から供
給された熱
の利用

（調整後排
出係数）

廃棄物の原燃料利用
左記以外の非エネ起

CO2
廃棄物の
原燃料の
利用

都市ガスの
利用

（調整後排
出係数）

左記以外の
燃料利用

＋ ＋ CH4,N2O,HFC,PFC,

SF6,NF3



・事業の概要

・計画の期間

・目標（総排出量（調整後排出量））

・基準年度における排出量（実績）

・目標年度における排出量

・計画の基本的な方針（中長期目標も
任意で記載）
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・ 第５期からは、 調整後排出量で公表する
・ 計画書の表面（第１面）により公表（☞県の計画書制度のウェブサイトに掲載）
・ 総排出量の内訳（基礎排出量、6.5ガス※排出がある場合のみ）、カーボンクレジット及び
再生可能エネルギーの活用状況等は裏面（第２面）に記載する

三重県地球温暖化対策計画書制度の見直し内容

・事業の概要

・計画の期間

・目標（総排出量（基礎排出量）and/or
原単位

・基準年度における排出量（実績）

・目標年度における排出量

・対基準年度比

公表内容の整理

第４期まで 第５期から
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区分 内容

対象 地球温暖化対策計画書及び実施状況報告書

対象者 令和８年度以降に計画書を提出した全ての事業者
※任意提出事業者も、大規模事業者と同様に対象

内容 １年間の実績等を踏まえ、優良な取組を計画書制度のウェブ
ページで紹介

三重県地球温暖化対策計画書制度の見直し内容

優良な取組事例の紹介
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変更点（第１面（表面））
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変更点（第１面（表面））

調整後排出量を記載してください。
（国に報告したものと整合性を図ってくだ
さい。）
また、2030年度目標についても可能な
限り記載ください。

公表できる内容を記載してください。
（原則公表できない内容は、別紙５に記
載のうえ、添付してください。）

第１面を公表します。
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変更点（第２面（裏面））
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変更点（第２面（裏面））

第１面で公表できない内容は、別紙５に
記載のうえ、添付してください。

第１面で報告いただく調整後の排出量の
内訳です。
第２面は、基礎排出量を記載してください。
再生可能エネルギーの量やクレジットの
量も含め、国へ報告したものと整合性を
図ってください。

従前のとおりです。

該当がある場合のみ添付してください。
（エネルギー起源CO2のみ排出している
場合は、該当しません）
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別紙１

別紙１は、いわゆる6.5ガスの排出がある
場合のみ添付してください。

この様式には、基準年度（2025年度）に
おける基礎排出量の内訳を記載してくだ
さい。（計画書の第２面の基礎排出量の
内訳です。）

温対法の特定排出事業者と特定事業所
が一致する場合に、温対法の様式第１の
第１表を添付することも可能です。
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別紙２

別紙２は、いわゆる6.5ガスの排出がある
場合のみ添付してください。

この様式には、別紙１に記載した排出量
のもととなる排出活動を記載してください。

このため、別紙１に記載した該当するガス
の量と一致させてください。

なお、同一のガスに排出活動が複数ある
場合は、行を追加のうえ、排出活動ごとに
記載してください。
（排出活動をクリックいただくと、ドロップ
ダウンリストが開くので、そこから選択い
ただくか、別タブを参照のうえ選択してく
ださい。）
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別紙２（排出活動一覧）
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別紙５

別紙５は、該当がある場合に添付のうえ
提出してください。

該当がある項目に記載してください。
すべての項目に記載いただく必要はあり
ません。
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終わりに

・今年度は計画書と報告書を提出してください。

・計画書は新しい様式で、報告書はこれまでの様式で提出してください。
（三重県地球温暖化対策計画書制度のウェブサイトで様式をダウンロード
することができます）

・締切は例年どおり７月末です。
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